
(２) 国内線航空機に係る特例措置の延長（固定資産税）

○ 内 容

安定的な航空輸送サービスの提供及び地方航空ネットワークの維持のため、国

内線航空機に係る特例措置の適用期限を２年延長する。

固定資産税：課税標準３年間２／３

【背景・現状】

航空会社の経営姿勢の変化 航空会社の経営環境の変化

路線ごとの採算を重視した路線展開 脆弱化した航空会社の財務体質
↓ ↓

採算性の悪い非幹線路線からの撤退 機 材 投 資 の 圧 縮
⇒当面機材数が横ばい・漸減

【課題】 全国航空ネットワークの維持への懸念
特に採算性の悪い非幹線路線の維持が課題

【対策】 全国航空ネットワークを維持するための機材の確保
→非幹線路線に投入する機材の確保

【政策】 航空機導入を促進するための政策的なインセンティブ付与
＝固定資産税の特例による初期段階のコスト負担の軽減


